
議案第３５号 

 

南あわじ市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

南あわじ市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市手数料条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市手数料条例（平成 17 年南あわじ市条例第 74 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表情報公開の項の次に次のように加える。 

地籍調査成果等資料 

地籍集成図交付手数料 
１件に

つき 

注８ 

300 円 

一筆図及び複数筆図交付

手数料 

10 筆

につき 
300 円 

地籍図根点網図の写しの

交付手数料 

１件に

つき 
300 円 

地籍図根点座標情報（ＳＩ

ＭＡデータを含む。）交付

手数料 

10 点

につき 
100 円 

別表注７の次に次のように加える。 

注８ 出力範囲５つまでごと（ＳＩＭＡデータにあっては 200 キロバイト

につき、ＤＸＦデータにあっては 2400 キロバイトにつき、シェープ

ファイルにあっては 300 キロバイトにつき）に１件とする。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 



南あわじ市手数料条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

区分 手数料の種類 単位 手数料

の額 

戸籍～情報公開 略 

その他 略 

 

区分 手数料の種類 単位 手数料

の額 

戸籍～情報公開 略 

地籍

調査

成果

等資

料 

地籍集成図交付手数料 
１件につき 

注８ 

300円 

一筆図及び複数筆図交付手数料 10筆につき 300円 

地籍図根点網図の写しの交付手数

料 
１件につき 

300円 

地籍図根点座標情報（ＳＩＭＡデー

タを含む。）交付手数料 
10点につき 

100円 

その他 略 
 

 

注１～注７ 略  注１～注７ 略   

 注８ 出力範囲５つまでごと（ＳＩＭＡデータにあっては 200 キロ

バイトにつき、ＤＸＦデータにあっては 2400 キロバイトにつ

き、シェープファイルにあっては 300 キロバイトにつき）に１

件とする。 

 

   

 



 


